
 

第第２２章章  福福岡岡県県のの環環境境のの現現状状とと取取組組ののああららまましし  

 私たち人類はその誕生以来、この地球上で環境がもたらす豊

かな恵みを享受してきました。これらの地球の恵みは、未来の

世代から借りている大切なものです。しかしながら、現在の私

たちの世代がこれらの恵みを消費し尽くすのではないかという

危機に直面しています。 

特に近年では、先進国を中心とした、大量生産・大量消費・

大量廃棄を前提とした産業構造や生活様式が、温室効果ガスや

汚染物質の大量排出、天然資源の大量消費、自然環境の破壊な

ど、地球環境に多大な負荷を与えています。私たちの世代がこ

れまでのような社会経済活動を続ければ、将来の世代は豊かな

地球の恵みを享受できなくなるでしょう。 

 私たちは、地球の豊かな恵みを将来の世代に引き継ぐため、

地球環境への負荷を減らし、社会経済活動が持続可能となるよ

うな社会を構築していかなければなりません。本県は、県環境総合基本計画に基づく各種施策を

通じ、“持続可能な” 福岡県を目指しています。 

１１  脱脱炭炭素素※※社社会会のの推推進進  

地球温暖化は、気温や海水温の上昇、異常気象、生態系などの自然環境に変動をもたらし、そ

の変動は、社会や経済にも大きな影響を及ぼします。特に近年、国内外で深刻な気象災害が多発

しており、地球温暖化の進展によって、今後このような災害リスクが更に高まると予測されてい

ます。 

このような状況に対処するため、温室効果ガスの削減はもとより、すでに現れている現象や中

長期的に避けられない影響に対して適応を進めることが必要です。 

本県では、平成 18（2006）年 3月に策定した「福岡県地球温暖化対策推進計画」に基づき、地

球温暖化防止活動推進センターや地球温暖化防止活動推進員と連携した啓発活動、中小企業にお

ける省エネルギー対策の支援、再生可能エネルギーの普及促進、森林の適正管理などに取り組ん

できました。 

一方、27（2015）年末に開催された気候変動枠組条約第 21回締約国会議（ＣＯＰ21）において、

平均気温上昇を産業革命以前に比べ 2℃未満に抑えるとともに、1.5℃以下に抑える努力をするこ

とを世界共通の長期目標とした「パリ協定」が採択されるなど、地球温暖化対策は新たな局面を

迎えています。 

こうした背景を踏まえ、本県における地球温暖化対策を更に推進し、県民、事業者、行政の各

主体が積極的に取組を行うための指針となる「福岡県地球温暖化対策実行計画」を 29（2017）年

3月に策定しました。 

この計画では、令和 12（2030）年度における本県の温室効果ガス排出量を 26％削減（25（2013）

年度比）する目標を設定するとともに、県民や事業者など各主体に期待される取組や削減目標を

提示しています。また、目標達成に向けた温室効果ガスの排出削減と吸収源対策に加え、気候変

※現行の第四次福岡県環境総合基本計画(H30.3策定)においては「低炭素社会の推進」としているが、令和4年3月予定の第五次環

境総合基本計画の策定に先立ち、今後の取組の方向性に沿った表現に改めたもの。 

動による被害を防止・軽減するための適応策を取りまとめています。 

30（2018）年度の本県の温室効果ガス排出量は 5,309万トンでした。福岡県地球温暖化対策実

行計画の基準年である 25（2013）年度比では 17.3％減少、前年度比では 8.0％の減少となってい

ます。また、元(2019)年 8月には、県保健環境研究所内に「福岡県気候変動適応センター」を設

置し、本県を取り巻く気候変動影響及びその適応策について、情報の収集・分析・発信を進めて

います。 

その後、我が国では、2（2020）年 10月に「2050年温室効果ガス排出ゼロ」を宣言し、3（2021）

年 4月の気候変動サミットで「日本の 2030年度の温室効果ガス排出を 2013年度から 46％削減す

ることを目指す。さらに 50％の高みに向け、挑戦を続ける」ことを表明しました。 

「福岡県地球温暖化対策実行計画」は、社会情勢等の変化に対応するため、概ね 5年ごとに見

直しを行うこととしているため、国内外の動向、本県の温室効果ガス排出量の将来予測やエネル

ギー需給の見通しを踏まえ、4（2022）年 3月までに改定することを予定しています。 

今後も、県民、事業者、市町村等と連携・協力し、施策を総合的に推進していくこととしています。 

福岡県の温室効果ガス総排出量 

（単位：万 t-CO2）  

温室効果ガス排出区分 
基準年度 
(2013年度) 

排出量 

前年度 
（2017年度） 

排出量 

現況（2018年度） 
削減目標 

（2030年度） 排出量 前年度比 基準年度比 

合計 6,422 5,768 5,309 ▲8.0 ▲17.3 ▲26.0%

二酸化炭素 6,210 5,512 5,046 ▲8.4 ▲18.7 － 

エネルギー転換部門(発
電所等)

66 56 45 ▲19.2 ▲31.9

家庭部門 817 616 436 ▲29.2 ▲46.6

業務部門 
（商業・サービス・事業所等） 

861 639 472 ▲26.1 ▲45.2

産業部門（工場等） 2,606 2,433 2,292 ▲5.8 ▲12.1

運輸部門（自動車・船舶
等） 

1,103 1,040 1,030 ▲0.9 ▲6.6

工業プロセス部門（セメ
ント製造等） 

686 656 646 ▲1.6 ▲5.9

廃棄物部門（一廃・産廃） 71 73 126 73.2  77.3 

メタン 41 36 35 ▲2.1 ▲13.1 － 

一酸化二窒素 49 45 45 ▲0.3 ▲8.5 － 

代替フロン等４ガス 
（HFC、PFC、SF6、NF3） 

123 175 183 4.2  48.9 － 

○現在取り組んでいる主な施策

・福岡県地球温暖化防止活動推進センターや福岡県地球温暖化防止活動推進員による地域に

おける省エネルギー・省資源の普及啓発

・エコファミリー及びエコ事業所における省エネルギー・省資源の取組の促進
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令和元年度 産業廃棄物の処理・処分状況 
（単位：千トン/年） 

※図中の数値については、端数処理により収支が合わない場合がある。

令和 2（2020）年度（速報値）の県内の一般廃棄物（ごみ）の総排出量は 177 万 5 千トンであ

り、元（2019）年度からほぼ横ばいとなっています。元（2019）年度の県内の産業廃棄物の排出

量は 1,465万 6千トン、発生量は 1,673万 1千トンであり、資源化・減量化量は 1,622万 1千ト

ンです。 

また、製造・流通・小売・消費の各段階で発生する食品ロスの削減に向けて、各主体の取組を

促す県民運動も実施しています。 

 一般廃棄物の適正処理推進のため、各市町村は一般廃棄物処理計画を策定し、計画に従って処

理を行っています。本県では、市町村等の処理施設の維持管理が適正に行われるよう適宜立入検

査を行うほか、施設の維持管理に関する定期的な報告により実態把握を行い、必要に応じて改善

指導を行っています。また、福岡県災害廃棄物処理計画に基づき、災害廃棄物処理について、平

成 29（2017）年 2月に県内廃棄物関係事業者団体と協定を締結するとともに、同年 11 月には九

州・山口各県との間で相互支援協定を締結し、広域的な災害廃棄物処理に係る連携体制を構築し

ました。さらに、市町村職員等関係者に対する研修等により実践的な対応能力の向上を図ってい

るところです。産業廃棄物については、事業者処理責任の原則を踏まえ、排出事業者等への講習

会や立入検査等を行っています。 

また、産業廃棄物の不適正処理の早期発見・早期対応のため、安定型最終処分場に対する掘削

調査の実施、赤外線カメラ搭載ドローンやウェアラブルカメラの活用、平日夜間及び休日の監視

パトロール、県警察の協力によるヘリコプターを使用した空からのパトロールなど、監視指導を

強化しています。 

さらに、産業廃棄物処理業者の許可情報や指導履歴等の情報を一元化して検索できるシステム

の整備、カメラの GPS機能により不法投棄場所を電子地図上にマッピングするシステムによる市
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・福岡県気候変動適応センターにおける気候変動影響及び適応情報の収集・分析・発信

・都市づくり、交通、建築物、住宅等における省エネルギー化

・再生可能エネルギーの普及促進  （（詳詳細細はは第第 22部部第第 22章章（（5522頁頁～～））参参照照）） 

２２  循循環環型型社社会会のの推推進進  

高度経済成長を支えた大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会は、私たちに大きな豊かさや便

利さを与えると同時に、地球上の有限な資源を大量に消費し、天然資源を巡る争い、廃棄物の不

適正処理や環境汚染など、社会経済活動の持続的な発展を阻害する事態をもたらしました。これ

らの流れに歯止めをかけるには、資源大量消費型の社会構造から、資源循環利用を基調とした社

会システムへと転換を図ることが必要です。 

 本県では、この循環型社会を構築するため、廃棄物処理計画を策定して３Ｒ（廃棄物の発生抑

制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle））の推進や、廃棄物処理の適正化に取り組ん

でいます。 

具体的には、各種リサイクル法に基づく市町村や事業者への情報提供、福岡県リサイクル製品

及び福岡県県産リサイクル製品の認定制度の運用等によるリサイクル製品の利用促進、福岡県リ

サイクル総合研究事業化センターによる廃棄物のリサイクル技術や効率的な回収システムの構築

にかかる研究開発等に取り組んでいます。 

さらに、企業や大学と連携し、使用済小型家電や使用済蛍光管からのレアメタルのリサイクル

や使用済紙おむつの建築資材の原料等へのリサイクルなど新たなリサイクル技術・システムの開

発に取り組み、事業化までを見据えた支援を行っています。 

令和 2年度 一般廃棄物（ごみ）の処理・処分状況 
（単位：千トン/年） 

※令和元年度については、民間事業者から市町村を経由せずに資源化されたごみの量（ごみ総排出量に
含まれていない）を直接資源化量に算入している市町村があるため、総資源化量、減量化量及び最終
処分量の合計とごみ総排出量が一致していない。
※図中の数値については、端数処理により収支が合わない場合がある。

ごみ総排出量 計画収集量 直接焼却 焼却残さ 

R2 
1,775 
(100%) 

R2 
1,352 
(76%) 

R2 
1,313 
(74%) 

R2 
132 
(7%) 

R1 
1,772 
(100%) 

R1 
1,387 
(78%) 

R1 
1,370 
(77%) 

R1 
144 
(8%) 

直接搬入量 焼却量 減量化量 

R2 
358 
(20%) 

R2 
1,364 
(77%) (R2)1,174 

R2 
1,221 
(69%) 

R1 
313 
(18%) 

R1 
1,425 
(80%) 

(R1)1,224 R1 
1,279 
(72%) 

集団回収量 
直接焼却以外の 
中間処理 

(R2)51 
(R1)55 

(R2)58 
(R1)58 

(R2)47 
(R1)55 

R2 
64 
(4%) 

R2 
286 
(16%) 

R1 
73 
(4%) 

R1 
286 
(16%) (R2)160 

(R1)152 

直接資源化量 総資源化量 

R2 
96 
(5%) 

R2 
378 
(21%) 

(R2)27 
(R1)23 

R1 
106 
(6%) 

R1 
388 
(22%) 

自家処理量 直接最終処分量 最終処分量 

R2 1 R2 
17 
(1%) 

R2 
176 
(10%) 

R1 1 R1 
15 
(1%) 

R1 
182 
(10%) 
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令和元年度 産業廃棄物の処理・処分状況 
（単位：千トン/年） 

※図中の数値については、端数処理により収支が合わない場合がある。

令和 2（2020）年度（速報値）の県内の一般廃棄物（ごみ）の総排出量は 177 万 5 千トンであ

り、元（2019）年度からほぼ横ばいとなっています。元（2019）年度の県内の産業廃棄物の排出

量は 1,465万 6千トン、発生量は 1,673万 1千トンであり、資源化・減量化量は 1,622万 1千ト

ンです。 

また、製造・流通・小売・消費の各段階で発生する食品ロスの削減に向けて、各主体の取組を

促す県民運動も実施しています。 

 一般廃棄物の適正処理推進のため、各市町村は一般廃棄物処理計画を策定し、計画に従って処

理を行っています。本県では、市町村等の処理施設の維持管理が適正に行われるよう適宜立入検

査を行うほか、施設の維持管理に関する定期的な報告により実態把握を行い、必要に応じて改善

指導を行っています。また、福岡県災害廃棄物処理計画に基づき、災害廃棄物処理について、平

成 29（2017）年 2月に県内廃棄物関係事業者団体と協定を締結するとともに、同年 11 月には九

州・山口各県との間で相互支援協定を締結し、広域的な災害廃棄物処理に係る連携体制を構築し

ました。さらに、市町村職員等関係者に対する研修等により実践的な対応能力の向上を図ってい

るところです。産業廃棄物については、事業者処理責任の原則を踏まえ、排出事業者等への講習

会や立入検査等を行っています。 

また、産業廃棄物の不適正処理の早期発見・早期対応のため、安定型最終処分場に対する掘削

調査の実施、赤外線カメラ搭載ドローンやウェアラブルカメラの活用、平日夜間及び休日の監視

パトロール、県警察の協力によるヘリコプターを使用した空からのパトロールなど、監視指導を

強化しています。 

さらに、産業廃棄物処理業者の許可情報や指導履歴等の情報を一元化して検索できるシステム

の整備、カメラの GPS機能により不法投棄場所を電子地図上にマッピングするシステムによる市
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16,731 2,075 9,856
(100%) ( 12%) ( 59%)

17,215 2,075 9,608
(100%) ( 12%) ( 56%)

1,526 7,781
( 9%) ( 47%)

1,581 7,533
( 9%) ( 44%)

6,432
( 38%)

6,079
( 35%)

14,656 12,797 177
( 88%) ( 76%) ( 1%)

15,140 13,167 127
( 88%) ( 76%) ( 1%)

6,365
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・福岡県気候変動適応センターにおける気候変動影響及び適応情報の収集・分析・発信

・都市づくり、交通、建築物、住宅等における省エネルギー化

・再生可能エネルギーの普及促進  （（詳詳細細はは第第 22部部第第 22章章（（5522頁頁～～））参参照照）） 

２２  循循環環型型社社会会のの推推進進  

高度経済成長を支えた大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会は、私たちに大きな豊かさや便

利さを与えると同時に、地球上の有限な資源を大量に消費し、天然資源を巡る争い、廃棄物の不

適正処理や環境汚染など、社会経済活動の持続的な発展を阻害する事態をもたらしました。これ

らの流れに歯止めをかけるには、資源大量消費型の社会構造から、資源循環利用を基調とした社

会システムへと転換を図ることが必要です。 

 本県では、この循環型社会を構築するため、廃棄物処理計画を策定して３Ｒ（廃棄物の発生抑

制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle））の推進や、廃棄物処理の適正化に取り組ん

でいます。 

具体的には、各種リサイクル法に基づく市町村や事業者への情報提供、福岡県リサイクル製品

及び福岡県県産リサイクル製品の認定制度の運用等によるリサイクル製品の利用促進、福岡県リ

サイクル総合研究事業化センターによる廃棄物のリサイクル技術や効率的な回収システムの構築

にかかる研究開発等に取り組んでいます。 

さらに、企業や大学と連携し、使用済小型家電や使用済蛍光管からのレアメタルのリサイクル

や使用済紙おむつの建築資材の原料等へのリサイクルなど新たなリサイクル技術・システムの開

発に取り組み、事業化までを見据えた支援を行っています。 

令和 2年度 一般廃棄物（ごみ）の処理・処分状況 
（単位：千トン/年） 

※令和元年度については、民間事業者から市町村を経由せずに資源化されたごみの量（ごみ総排出量に
含まれていない）を直接資源化量に算入している市町村があるため、総資源化量、減量化量及び最終
処分量の合計とごみ総排出量が一致していない。
※図中の数値については、端数処理により収支が合わない場合がある。

ごみ総排出量 計画収集量 直接焼却 焼却残さ 

R2 
1,775 
(100%) 

R2 
1,352 
(76%) 

R2 
1,313 
(74%) 

R2 
132 
(7%) 

R1 
1,772 
(100%) 

R1 
1,387 
(78%) 

R1 
1,370 
(77%) 

R1 
144 
(8%) 

直接搬入量 焼却量 減量化量 

R2 
358 
(20%) 

R2 
1,364 
(77%) (R2)1,174 

R2 
1,221 
(69%) 

R1 
313 
(18%) 

R1 
1,425 
(80%) 

(R1)1,224 R1 
1,279 
(72%) 

集団回収量 
直接焼却以外の 
中間処理 

(R2)51 
(R1)55 

(R2)58 
(R1)58 

(R2)47 
(R1)55 

R2 
64 
(4%) 

R2 
286 
(16%) 

R1 
73 
(4%) 

R1 
286 
(16%) (R2)160 

(R1)152 

直接資源化量 総資源化量 

R2 
96 
(5%) 

R2 
378 
(21%) 

(R2)27 
(R1)23 

R1 
106 
(6%) 

R1 
388 
(22%) 

自家処理量 直接最終処分量 最終処分量 

R2 1 R2 
17 
(1%) 

R2 
176 
(10%) 

R1 1 R1 
15 
(1%) 

R1 
182 
(10%) 

総

説
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（2021）年 5月に「福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例」を施行しました。戦略の推進

や条例の運用に当たっては、行政だけではなく、県民、企業、ＮＰＯ・ボランティア団体など、

多様な主体の連携・協働により豊かな自然の恵みを持続的に享受できる自然共生社会の実現や人

と野生動植物とが共生する豊かな自然環境を次代に継承することを目指します。 

「福岡県レッドデータブック 2011及び 2014」における種の内訳 
カテゴリー Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 

植物群落 13 28 32 16 89 

カテゴリー 絶滅 
絶滅危惧 
ⅠＡ類 

絶滅危惧 
ⅠＢ類 

絶滅危惧 
Ⅱ類 

準絶滅 
危惧 

情報不足 
その他の 
カテゴリー 

計 

植 物 
(維管束) 

37 278 131 98 39 21 
野生絶滅 

2 
606 

植 物 
(その他) 

1 
絶滅危惧Ⅰ類 

8 
8 12 10 - 39 

哺乳類 4 1 1 6 10 2 - 24 

鳥 類 2 12 9 25 38 4 - 90 
爬虫類 - - 1 2 3 1 - 7 

両生類 - 1 1 5 4 - - 11 

魚 類 1 11 12 12 28 17 
野生絶滅 

1 
82 

昆虫類 6 37 73 119 126 56 - 417 

貝 類 2 23 48 70 90 45 - 278 
甲殻類 
その他 

- 5 7 5 18 10 - 45 

クモ形類等 - - - 1 5 6 - 12 
計 53 1,010 373 172 3 1,611 

※植物群落、植物（維管束）、植物（その他）、哺乳類及び鳥類については、「福岡県レッドデータブック 2011」の掲
載種数であり、その他のカテゴリーについては、「福岡県レッドデータブック 2014」の掲載種数を掲載

小学生を対象とした水辺の自然観察会（久留米市） 保全団体との連携による登山道の整備（八女市） 

○現在取り組んでいる主な施策

・シカの食害による生態系への被害が著しい英彦山及び犬ヶ岳におけるシカの捕獲及び絶滅

危惧植物の保護対策

・朝倉市黄金川において絶滅が危惧されているスイゼンジノリの保全対策の支援

・外来種防除講習会の実施、外来種防除リーフレットによる啓発

・希少野生動植物に係る基礎調査の実施及びレッドデータブックの改訂

・公共事業における生物多様性への配慮の推進

・総合的な鳥獣被害対策

・荒廃森林の整備  （（詳詳細細はは第第 22部部第第 44章章（（110088頁頁～～））参参照照））  

４４  健健康康でで快快適適にに暮暮ららせせるる生生活活環環境境のの形形成成  

本県では、安全・安心な環境の確保に向けて、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染などに対する各

種施策を推進するとともに、市町村と協力して騒音・振動・悪臭などの公害対策にも取り組んで

きました。このほか、環境大気中の放射性物質に関する常時測定及び緊急時を想定したモニタリ

ング体制を確保しています。 

今後も大気環境、水環境について、監視体制を構築することにより、環境保全への各種対策の

実施と情報の提供及び大気汚染物質の越境問題対策を行い、健康で快適に暮らせる生活環境の確

保を図ります。 

町村等との情報共有、不法投棄が疑われる現場等への監視用カメラの設置、県外から搬入される

産業廃棄物について産業廃棄物処分業者が事前に県に届け出る制度の運用など、情報を効率的に

活用した不法投棄・不適正処理の早期是正を図っています。 

これらに加え、的確かつ速やかな行政指導や積極的かつ厳正な行政処分を行うこと等を目的と

して、産業廃棄物処分業者に対し、廃棄物対策課、監視指導課、保健福祉環境事務所が合同で立

入検査を実施するとともに、監視指導担当職員の資質向上のための研修を行うことにより、不適

正処理の早期発見・早期対応の取組をさらに強化しています。 

その他、長期化している不適正処理事案について、モニタリング等で実態を詳細に把握すると

ともに、専門家の助言を踏まえ、課題解消に取り組んでいます。 

○現在取り組んでいる主な施策

・３Ｒ啓発等による廃棄物減量化の促進

・福岡県リサイクル総合研究事業化センターにおける産学官民による共同研究

・リサイクル製品認定制度によるリサイクル製品の普及促進

・食品ロス削減の推進

・一般廃棄物処理施設の整備・維持管理等に関する市町村等への情報提供や助言

・廃棄物の適正処理のための普及啓発や監視・指導

・災害廃棄物処理に携わる市町村職員等に対する研修の実施

・安定型最終処分場に対する掘削調査

・県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する事前届出

・福岡県不法投棄マッピングシステムを活用した不法投棄事案の情報共有

・赤外線カメラ搭載ドローンやウェアラブルカメラ、遠隔操作対応監視カメラによる産業廃

棄物処理施設等への監視指導の強化

・産業廃棄物処分業者に対する三者合同立入検査の実施

・監視指導担当職員の資質向上のための研修の実施

・紛争予防条例の適切な施行 （（詳詳細細はは第第 22 部部第第 33 章章（（7744 頁頁～～））参参照照）） 

３３  自自然然共共生生社社会会のの推推進進  

地球の長い歴史の中で、生物は様々な進化を遂げて現在の生態系を形成しています。多種多様

な生物からなる生態系は、人類の生存にとって重要な生物多様性の恵みをもたらします。また、

「人と動物の健康、そして環境の健全性は一つである」というワンヘルスの理念の推進において

生物多様性の保全は重要な取組です。しかし、私たち現在の世代による開発行為や環境汚染、温

室効果ガスの排出による地球温暖化などによって地球上の至る所でその微妙な均衡が崩れ、生物

多様性が失われつつあります。 

県内でも、開発や里地里山の荒廃による生物多様性の衰退などのほか、本来国内には生息して

いない外来生物による在来生態系のかく乱や生息環境の変化に起因したイノシシ、シカ、サルな

どの野生鳥獣による農作物被害などが生じています。 

本県では、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、平成 25（2013）年 3月に「福岡県生物多様性戦略」と「行動計画」を、30（2018）年 3月に

「福岡県生物多様性戦略第 2期行動計画」を策定し、鳥獣保護や有害鳥獣対策、森林整備などに

取り組むとともに、希少野生動植物の保護を図ることにより生物多様性を確保するため、令和 3
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（2021）年 5月に「福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例」を施行しました。戦略の推進

や条例の運用に当たっては、行政だけではなく、県民、企業、ＮＰＯ・ボランティア団体など、

多様な主体の連携・協働により豊かな自然の恵みを持続的に享受できる自然共生社会の実現や人

と野生動植物とが共生する豊かな自然環境を次代に継承することを目指します。 

「福岡県レッドデータブック 2011及び 2014」における種の内訳 
カテゴリー Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 

植物群落 13 28 32 16 89 

カテゴリー 絶滅 
絶滅危惧 
ⅠＡ類 

絶滅危惧 
ⅠＢ類 

絶滅危惧 
Ⅱ類 

準絶滅 
危惧 

情報不足 
その他の 
カテゴリー 

計 

植 物 
(維管束) 

37 278 131 98 39 21 
野生絶滅 

2 
606 

植 物 
(その他) 

1 
絶滅危惧Ⅰ類 

8 
8 12 10 - 39 

哺乳類 4 1 1 6 10 2 - 24 

鳥 類 2 12 9 25 38 4 - 90 
爬虫類 - - 1 2 3 1 - 7 

両生類 - 1 1 5 4 - - 11 

魚 類 1 11 12 12 28 17 
野生絶滅 

1 
82 

昆虫類 6 37 73 119 126 56 - 417 

貝 類 2 23 48 70 90 45 - 278 
甲殻類 
その他 

- 5 7 5 18 10 - 45 

クモ形類等 - - - 1 5 6 - 12 
計 53 1,010 373 172 3 1,611 

※植物群落、植物（維管束）、植物（その他）、哺乳類及び鳥類については、「福岡県レッドデータブック 2011」の掲
載種数であり、その他のカテゴリーについては、「福岡県レッドデータブック 2014」の掲載種数を掲載

小学生を対象とした水辺の自然観察会（久留米市） 保全団体との連携による登山道の整備（八女市） 

○現在取り組んでいる主な施策

・シカの食害による生態系への被害が著しい英彦山及び犬ヶ岳におけるシカの捕獲及び絶滅

危惧植物の保護対策

・朝倉市黄金川において絶滅が危惧されているスイゼンジノリの保全対策の支援

・外来種防除講習会の実施、外来種防除リーフレットによる啓発

・希少野生動植物に係る基礎調査の実施及びレッドデータブックの改訂

・公共事業における生物多様性への配慮の推進

・総合的な鳥獣被害対策

・荒廃森林の整備  （（詳詳細細はは第第 22部部第第 44章章（（110088頁頁～～））参参照照））  

４４  健健康康でで快快適適にに暮暮ららせせるる生生活活環環境境のの形形成成  

本県では、安全・安心な環境の確保に向けて、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染などに対する各

種施策を推進するとともに、市町村と協力して騒音・振動・悪臭などの公害対策にも取り組んで

きました。このほか、環境大気中の放射性物質に関する常時測定及び緊急時を想定したモニタリ

ング体制を確保しています。 

今後も大気環境、水環境について、監視体制を構築することにより、環境保全への各種対策の

実施と情報の提供及び大気汚染物質の越境問題対策を行い、健康で快適に暮らせる生活環境の確

保を図ります。 

町村等との情報共有、不法投棄が疑われる現場等への監視用カメラの設置、県外から搬入される

産業廃棄物について産業廃棄物処分業者が事前に県に届け出る制度の運用など、情報を効率的に

活用した不法投棄・不適正処理の早期是正を図っています。 

これらに加え、的確かつ速やかな行政指導や積極的かつ厳正な行政処分を行うこと等を目的と

して、産業廃棄物処分業者に対し、廃棄物対策課、監視指導課、保健福祉環境事務所が合同で立

入検査を実施するとともに、監視指導担当職員の資質向上のための研修を行うことにより、不適

正処理の早期発見・早期対応の取組をさらに強化しています。 

その他、長期化している不適正処理事案について、モニタリング等で実態を詳細に把握すると

ともに、専門家の助言を踏まえ、課題解消に取り組んでいます。 

○現在取り組んでいる主な施策

・３Ｒ啓発等による廃棄物減量化の促進

・福岡県リサイクル総合研究事業化センターにおける産学官民による共同研究

・リサイクル製品認定制度によるリサイクル製品の普及促進

・食品ロス削減の推進

・一般廃棄物処理施設の整備・維持管理等に関する市町村等への情報提供や助言

・廃棄物の適正処理のための普及啓発や監視・指導

・災害廃棄物処理に携わる市町村職員等に対する研修の実施

・安定型最終処分場に対する掘削調査

・県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する事前届出

・福岡県不法投棄マッピングシステムを活用した不法投棄事案の情報共有

・赤外線カメラ搭載ドローンやウェアラブルカメラ、遠隔操作対応監視カメラによる産業廃

棄物処理施設等への監視指導の強化

・産業廃棄物処分業者に対する三者合同立入検査の実施

・監視指導担当職員の資質向上のための研修の実施

・紛争予防条例の適切な施行 （（詳詳細細はは第第 22 部部第第 33 章章（（7744 頁頁～～））参参照照）） 

３３  自自然然共共生生社社会会のの推推進進  

地球の長い歴史の中で、生物は様々な進化を遂げて現在の生態系を形成しています。多種多様

な生物からなる生態系は、人類の生存にとって重要な生物多様性の恵みをもたらします。また、

「人と動物の健康、そして環境の健全性は一つである」というワンヘルスの理念の推進において

生物多様性の保全は重要な取組です。しかし、私たち現在の世代による開発行為や環境汚染、温

室効果ガスの排出による地球温暖化などによって地球上の至る所でその微妙な均衡が崩れ、生物

多様性が失われつつあります。 

県内でも、開発や里地里山の荒廃による生物多様性の衰退などのほか、本来国内には生息して

いない外来生物による在来生態系のかく乱や生息環境の変化に起因したイノシシ、シカ、サルな

どの野生鳥獣による農作物被害などが生じています。 

本県では、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、平成 25（2013）年 3月に「福岡県生物多様性戦略」と「行動計画」を、30（2018）年 3月に

「福岡県生物多様性戦略第 2期行動計画」を策定し、鳥獣保護や有害鳥獣対策、森林整備などに

取り組むとともに、希少野生動植物の保護を図ることにより生物多様性を確保するため、令和 3
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アア 大大気気環環境境のの現現状状とと主主なな取取組組

大気環境の常時監視は、大気汚染防止対策上、最も基本となるものであり、県内 55局（令和 3

年 3月 31日までは 58局）の常時監視測定局で測定されたデータはテレメータシステム（遠隔監

視装置）により、県保健環境研究所及び県庁に集約され、大気保全行政に活用されています。大

規模災害や機器障害時も大気環境の監視・データ公開を継続できるよう、元(2019)年度から

2(2020)年度にかけてシステムサーバ等の二重化を実施しました。 

代表的な大気汚染物質には、二酸化硫黄（ＳＯ2）、二酸化窒素（ＮＯ2）、一酸化炭素（ＣＯ）、

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）、光化学オキシダント（ＯＸ）、微小粒子状物質（ＰＭ2.5）などがあり、

これらの物質には環境基準が定められています。 

2（2020）年度の測定結果によると、ＳＯ2、ＮＯ2、ＣＯ及びＳＰＭは全測定局で環境基準を達

成しています。ただし、ＳＰＭは黄砂などの気象の影響を受けやすく、年度により環境基準達成

率が大きく変化しています。ＯＸは、全国的に環境基準達成率が非常に低く、本県においても環境

基準を達成できていません。なお、ＰＭ2.5は26（2014）年度まで環境基準を達成できていません

でしたが、徐々に改善し、2（2020）年度の環境基準達成率は98％で、顕著に改善しています。 

県内では、大気汚染防止法や福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例等に基づき、2（2020）

年度には延べ 552件の工場・事業場の監視指導を行うとともに自動車排出ガス対策を進めていま

す。また、石綿含有建築物の解体又は改造に伴う石綿の飛散防止対策として、2(2020)年度には延

べ 262 件の特定粉じん排出作業の監視指導を行い、作業基準の遵守の徹底に努めるとともに、

3(2021)年度からＶＲ技術を活用し、建築物中の石綿含有建材の調査能力を向上させる講習会を

開催しています。また、災害時に備え被災建築物からの石綿飛散を防止するため、元(2019)年度

に測定機器（アスベストアナライザー）を整備しました。 

○現在取り組んでいる主な施策

・大気環境状況の把握

・ＰＭ2.5やＯＸの注意喚起等の実施

・工場・事業場に対する監視指導の実施（ばいじん、ＶＯＣ、ダイオキシン、水銀等）

・解体工事現場等における石綿の監視指導の実施、ＶＲ技術を活用した石綿含有建材の調査

に係る講習会の実施

・低公害車等の普及促進
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イイ 水水環環境境のの現現状状とと主主なな取取組組

本県の河川、海域及び湖沼の水質については、水質測定計画に基づき、県、国、政令市等が

環境基準の達成状況を監視しています。水質汚濁とは、工場・事業場からの排水や家庭からの生

活排水などによって、河川、海域、湖沼などの水の状態が悪化することをいい、汚濁が進行する

と、人の健康や生活環境、動植物の育成などに影響が生じてきます。 

本県では、水質汚濁防止法等に基づき、工場・事業場の排水を規制し、水質汚濁の防止に努

めています。また、生活排水を処理するため、県、市町村では下水道や浄化槽などの汚水処理施

設の整備を促進するとともに、水辺への関心を高め、県民一人ひとりの意識の向上を図るため、

水辺環境保全活動に対して支援を行っています。水質汚濁防止法の規制対象となる特定事業場

（工場・事業場）の総数は、令和 2（2020）年度末現在 4,850で、2（2020）年度には延べ 517

件の立入検査を行い、排水水質の改善指導などを行いました。また、環境基準の達成維持を図る

ため、全国一律の排水基準に比べ、より厳しい上乗せ排水基準を設定しています。これらの取組

により、水質汚濁の代表的指標であるＢＯＤ（河川）又はＣＯＤ（海域、湖沼）の環境基準達成

率を公共用水域全体で見ると、平成元（1989）年度の 57.0％から改善傾向にあり、令和 2

（2020）年度は 76.1％となっています。 

水環境の保全には、流域ごとの特性に応じた対策が必要であり、各水系の河川整備基本方針

や河川整備計画等において健全な水循環に向けた取組を行っています。 

○現在取り組んでいる主な施策

・公共用水域や地下水の水質汚濁状況の監視

・工場・事業場への立入検査や改善指導等

福岡県内の水質(河川、海域、湖沼）環境基準達成状況の推移（BOD、COD) 

 

 

（（詳詳細細はは第第 22部部第第 55章章（（113311頁頁～～））参参照照）） 

アア 大大気気環環境境のの現現状状とと主主なな取取組組

大気環境の常時監視は、大気汚染防止対策上、最も基本となるものであり、県内 55局（令和 3

年 3月 31日までは 58局）の常時監視測定局で測定されたデータはテレメータシステム（遠隔監

視装置）により、県保健環境研究所及び県庁に集約され、大気保全行政に活用されています。大

規模災害や機器障害時も大気環境の監視・データ公開を継続できるよう、元(2019)年度から

2(2020)年度にかけてシステムサーバ等の二重化を実施しました。 

代表的な大気汚染物質には、二酸化硫黄（ＳＯ2）、二酸化窒素（ＮＯ2）、一酸化炭素（ＣＯ）、

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）、光化学オキシダント（ＯＸ）、微小粒子状物質（ＰＭ2.5）などがあり、

これらの物質には環境基準が定められています。 

2（2020）年度の測定結果によると、ＳＯ2、ＮＯ2、ＣＯ及びＳＰＭは全測定局で環境基準を達

成しています。ただし、ＳＰＭは黄砂などの気象の影響を受けやすく、年度により環境基準達成

率が大きく変化しています。ＯＸは、全国的に環境基準達成率が非常に低く、本県においても環境

基準を達成できていません。なお、ＰＭ2.5は26（2014）年度まで環境基準を達成できていません

でしたが、徐々に改善し、2（2020）年度の環境基準達成率は98％で、顕著に改善しています。 

県内では、大気汚染防止法や福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例等に基づき、2（2020）

年度には延べ 552件の工場・事業場の監視指導を行うとともに自動車排出ガス対策を進めていま

す。また、石綿含有建築物の解体又は改造に伴う石綿の飛散防止対策として、2(2020)年度には延

べ 262 件の特定粉じん排出作業の監視指導を行い、作業基準の遵守の徹底に努めるとともに、

3(2021)年度からＶＲ技術を活用し、建築物中の石綿含有建材の調査能力を向上させる講習会を

開催しています。また、災害時に備え被災建築物からの石綿飛散を防止するため、元(2019)年度

に測定機器（アスベストアナライザー）を整備しました。 

○現在取り組んでいる主な施策

・大気環境状況の把握

・ＰＭ2.5やＯＸの注意喚起等の実施

・工場・事業場に対する監視指導の実施（ばいじん、ＶＯＣ、ダイオキシン、水銀等）

・解体工事現場等における石綿の監視指導の実施、ＶＲ技術を活用した石綿含有建材の調査

に係る講習会の実施

・低公害車等の普及促進
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５５  国国際際環環境境協協力力のの推推進進  

急激な経済発展を遂げているアジア諸地域においては、人口の増大に伴う廃棄物排出量の増大

や河川等水質の悪化、大気汚染などの環境問題が顕在化しています。 

本県では、アジア諸地域の環境問題の解決に貢献するため、過去の公害を克服する過程で本県

に蓄積された環境技術やノウハウを活用し、アジア諸地域への環境協力を推進しています。 

本県は、環境分野における人材育成、技術交流、産業交流などを骨子とする環境協力協定を締

結し、具体的な環境協力事業を推進しています。また、アジア太平洋地域において、安全な水の

確保、廃棄物の適正な処理など居住環境の改善を推進している国連ハビタット福岡本部の活動を

支援しています。 

○現在取り組んでいる主な施策

・アジア諸地域から行政職員を招へいし、県内で実地研修等を行う国際環境人材育成事業

・ベトナムにおける福岡方式廃棄物処分場の整備及び普及展開への支援

・タイにおける福岡方式廃棄物処分場の維持管理及び普及展開への支援

・タイ・バンコク都の小学校での環境教育の普及支援

・中国・江蘇省の南京市で開催される環境展示会への県内企業の出展支援

・インド・デリー準州の大気環境改善に向けた協力

・日韓の関係自治体による共同事業「環境政策・研究事例発表会」の実施

・国連ハビタット福岡本部への支援 （（詳詳細細はは第第 22部部第第 66章章((118822頁頁～～))参参照照）） 

６６  経経済済・・社社会会ののググリリーーンン化化ととググリリーーンンイイノノベベーーシショョンンのの推推進進  

社会・経済活動の発展に伴って増大する環境負荷を低減するためには、環境負荷の低減に寄与

する技術・産業の振興が重要となります。 

中中国国・・江江蘇蘇省省 
・・平平成成4年年11月月、、友友好好協協定定締締結結 
・・平平成成23年年3月月、、環環境境協協力力協協定定締締結結 
・・平平成成23年年度度～～、、環環境境展展示示会会のの出出展展支支援援 

ベベトトナナムム・・ハハノノイイ市市 
・・平平成成20年年2月月、、友友好好協協定定締締結結 
・・平平成成22年年10月月、、環環境境協協力力協協定定締締結結 
・・平平成成25年年8月月、、福福岡岡方方式式廃廃棄棄物物処処分分場場 
整整備備にに係係るる覚覚書書締締結結 
・・平平成成27年年6月月、、ススァァンンソソンン処処分分場場竣竣工工 

ベベトトナナムム・・中中央央政政府府 
・・平平成成30年年10月月、、福福岡岡方方式式廃廃棄棄物物 
処処分分場場整整備備にに係係るる覚覚書書締締結結 

国国際際環環境境協協力力のの相相手手先先  タタイイ・・中中央央政政府府 
（（天天然然資資源源環環境境省省公公害害対対策策局局）） 
・・平平成成24年年度度～～、、福福岡岡方方式式廃廃棄棄物物処処分分場場 
整整備備にに係係るる支支援援 
・・平平成成27年年9月月、、シシーーキキウウ市市処処分分場場竣竣工工 
・・平平成成28年年8月月、、環環境境協協力力協協定定締締結結 

タタイイ・・ババンンココクク都都 
・・平平成成18年年2月月、、友友好好協協定定締締結結 
・・平平成成24年年2月月、、環環境境協協力力協協定定締締結結 
・・平平成成25年年度度～～、、環環境境教教育育にに関関すするる協協力力 

イインンドド・・デデリリーー準準州州 
・・平平成成19年年3月月、、友友好好協協定定締締結結 
・・平平成成30年年1月月、、友友好好協協定定更更新新 
（（大大気気汚汚染染へへのの協協力力をを追追加加）） 

・・令令和和元元年年度度～～、、大大気気環環境境改改善善にに向向けけたた協協力力 

大気環境セミナー 環境教育 福岡方式廃棄物処分場※ 環境展示会 

※福岡方式廃棄物処分場（準好気性埋立方式）とは、環境に配慮した埋立技術を採用した廃棄物の埋立場。 
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５５  国国際際環環境境協協力力のの推推進進  

急激な経済発展を遂げているアジア諸地域においては、人口の増大に伴う廃棄物排出量の増大

や河川等水質の悪化、大気汚染などの環境問題が顕在化しています。 

本県では、アジア諸地域の環境問題の解決に貢献するため、過去の公害を克服する過程で本県

に蓄積された環境技術やノウハウを活用し、アジア諸地域への環境協力を推進しています。 

本県は、環境分野における人材育成、技術交流、産業交流などを骨子とする環境協力協定を締

結し、具体的な環境協力事業を推進しています。また、アジア太平洋地域において、安全な水の

確保、廃棄物の適正な処理など居住環境の改善を推進している国連ハビタット福岡本部の活動を

支援しています。 

○現在取り組んでいる主な施策

・アジア諸地域から行政職員を招へいし、県内で実地研修等を行う国際環境人材育成事業

・ベトナムにおける福岡方式廃棄物処分場の整備及び普及展開への支援

・タイにおける福岡方式廃棄物処分場の維持管理及び普及展開への支援

・タイ・バンコク都の小学校での環境教育の普及支援

・中国・江蘇省の南京市で開催される環境展示会への県内企業の出展支援

・インド・デリー準州の大気環境改善に向けた協力

・日韓の関係自治体による共同事業「環境政策・研究事例発表会」の実施

・国連ハビタット福岡本部への支援 （（詳詳細細はは第第 22部部第第 66章章((118822頁頁～～))参参照照）） 

６６  経経済済・・社社会会ののググリリーーンン化化ととググリリーーンンイイノノベベーーシショョンンのの推推進進  

社会・経済活動の発展に伴って増大する環境負荷を低減するためには、環境負荷の低減に寄与

する技術・産業の振興が重要となります。 

中中国国・・江江蘇蘇省省 
・・平平成成4年年11月月、、友友好好協協定定締締結結 
・・平平成成23年年3月月、、環環境境協協力力協協定定締締結結 
・・平平成成23年年度度～～、、環環境境展展示示会会のの出出展展支支援援 

ベベトトナナムム・・ハハノノイイ市市 
・・平平成成20年年2月月、、友友好好協協定定締締結結 
・・平平成成22年年10月月、、環環境境協協力力協協定定締締結結 
・・平平成成25年年8月月、、福福岡岡方方式式廃廃棄棄物物処処分分場場 
整整備備にに係係るる覚覚書書締締結結 
・・平平成成27年年6月月、、ススァァンンソソンン処処分分場場竣竣工工 

ベベトトナナムム・・中中央央政政府府 
・・平平成成30年年10月月、、福福岡岡方方式式廃廃棄棄物物 
処処分分場場整整備備にに係係るる覚覚書書締締結結 

国国際際環環境境協協力力のの相相手手先先  タタイイ・・中中央央政政府府 
（（天天然然資資源源環環境境省省公公害害対対策策局局）） 
・・平平成成24年年度度～～、、福福岡岡方方式式廃廃棄棄物物処処分分場場 
整整備備にに係係るる支支援援 
・・平平成成27年年9月月、、シシーーキキウウ市市処処分分場場竣竣工工 
・・平平成成28年年8月月、、環環境境協協力力協協定定締締結結 

タタイイ・・ババンンココクク都都 
・・平平成成18年年2月月、、友友好好協協定定締締結結 
・・平平成成24年年2月月、、環環境境協協力力協協定定締締結結 
・・平平成成25年年度度～～、、環環境境教教育育にに関関すするる協協力力 

イインンドド・・デデリリーー準準州州 
・・平平成成19年年3月月、、友友好好協協定定締締結結 
・・平平成成30年年1月月、、友友好好協協定定更更新新 
（（大大気気汚汚染染へへのの協協力力をを追追加加）） 

・・令令和和元元年年度度～～、、大大気気環環境境改改善善にに向向けけたた協協力力 

大気環境セミナー 環境教育 福岡方式廃棄物処分場※ 環境展示会 

※福岡方式廃棄物処分場（準好気性埋立方式）とは、環境に配慮した埋立技術を採用した廃棄物の埋立場。 

県内には、低燃費車や様々な機器の電力消費を抑えるパワー半導体等の省エネルギー・省資源

型の製品を生産する産業があり、北九州市、大牟田市の両エコタウンにはリサイクル関連産業の

集積が図られています。このため、グリーンアジア国際戦略総合特区において省エネルギー・省

資源に大きく寄与する環境配慮型製品の開発・生産拠点の構築を進めています。さらに、本県の

試験研究機関において、環境保全に関する調査研究に取り組むとともに、福岡県リサイクル総合

研究事業化センターでは、太陽光発電パネルリサイクル等産学官民の連携によるリサイクル技術

と社会システムの開発を進めています。 

国内の環境産業の市場規模の推移 

資料：2019年版環境産業の市場規模の推移（環境省） 

○現在取り組んでいる主な施策

・試験研究機関における環境負荷低減に資する調査・研究

・グリーン購入の推進

・グリーンアジア国際戦略総合特区における環境配慮型製品の開発・生産拠点の構築

・水素エネルギー社会の実現のための福岡水素戦略の推進

（（詳詳細細はは第第 22部部第第 77章章（（118899頁頁～～））参参照照））  

・福岡県リサイクル総合研究事業化センターにおける産学官民による共同研究

（（詳詳細細はは第第 22部部第第 33章章第第 33節節（（9966頁頁～～））参参照照））  

７７  持持続続可可能能なな社社会会をを実実現現すするるたためめのの地地域域づづくくりり・・人人づづくくりり 

地球温暖化や大量生産・大量消費・大量廃棄による最終処分場の逼迫など、今日の環境問題は、

我々の日常生活に伴って発生するものであり、それらの問題を解決するためには、一人ひとりが

環境の現状や課題について正しく理解し、自らの日常行動を変えていく必要があります。環境教

育は、環境に対する関心を喚起するとともに、共通の理解を深め、問題解決能力を育成すること

を通じ、各主体の自主的な環境問題への取組を促進するものとして重要です。 

本県では、「ふくおか環境ひろば」、「ふくおかエコライフ応援サイト」などを通じ、各主体の自

主的な環境保全の取組やネットワーク化を促進していきます。 

また、地域における取組を通じて本県の望ましい環境を創出し、地球環境の保全に貢献するた

め、平成 8（1996）年に「福岡県環境県民会議」を設置し、県民・事業者・行政が一体となって、

第四次福岡県環境総合基本計画（福岡県環境総合ビジョン）の推進を図っています。 

さらに、県内の各保健福祉環境事務所に「地域環境協議会」を設置し、地域の実情に応じた地
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球温暖化対策・３Ｒ・自然共生の推進等の事業を実施しています。地域の住民や子どもたち、事

業者の環境を考え行動する意識を育むとともに、地域住民・事業者等が事業に参画することによ

り、地域の環境活動の担い手となることを目指しています。 

加えて、子どもたちが環境保全活動や環境学習を行う「こどもエコクラブ」の活動を支援する

ため、環境学習会を開催しています。 

○現在取り組んでいる主な施策

・ウェブサイトを利用した環境情報の発信

「ふくおか環境ひろば」（URL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hiroba1.html） 

「ふくおかエコライフ応援サイト」（URL:https://www.ecofukuoka.jp/） 

・環境県民会議や地域環境協議会による県民・事業者・行政が一体となった環境保全への取組

・小学生向け環境教育副読本の作成・配布、小中学生向け地球温暖化対策ワークブックの提供 

 ・こどもエコクラブ活動の支援 

（（詳詳細細はは第第 22部部第第 88章章（（119999頁頁～～））参参照照））  
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